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平成21年
12月末

平成22年
3月末

平成22年
6月末

平成22年
9月末

平成22年
12月末

平成23年
3月末

平成23年
6月末

平成23年
9月末

平成23年
12月末

平成24年
3月末

平成24年
6月末

平成24年
9月末

平成24年
12月末

平成25年
3月末

平成25年
6月末

平成25年
9月末

　貸付けの条件の変更等の申込みを 　

 

　受けた貸付債権の額 53,359 219,253 387,876 578,249 707,234 866,017 1,005,339 1,150,587 1,277,219 1,405,817 1,464,623 1,573,657 1,691,416 1,804,261
1,913,893 2,048,599

(1,804,261) (1,804,261)

うち、実行に係る貸付債権の額 20,583 199,421 364,153 553,797 670,502 829,356 969,149 1,111,517 1,236,791 1,362,054 1,423,242 1,527,453 1,646,844 1,755,660
1,865,231 1,999,214

(1,767,805) (1,767,805)

うち、謝絶に係る貸付債権の額（※） 401 4,006 6,841 8,350 10,020 11,216 13,033 14,532 15,355 15,807 16,978 18,376 18,703 18,879
19,721 20,904

(18,968) (18,968)

うち、審査中の貸付債権の額 32,279 13,621 12,957 9,667 19,054 16,422 13,270 13,218 12,260 14,480 10,220 12,607 10,008 12,977
11,215 9,564

(0) (0)

うち、取下げに係る貸付債権の額 94 2,203 3,923 6,434 7,656 9,022 9,885 11,318 12,811 13,473 14,181 15,219 15,860 16,743
17,724 18,915

(17,487) (17,487)

中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律 第4条に基づく措置の実施状況

平成25年11月12日
株式会社 福岡銀行

（単位：百万円）

（単位：件）

〔債務者が中小企業者である場合〕

（別表1）貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額

（別表2）貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数

〔債務者が中小企業者である場合〕

平成21年
12月末

平成22年
3月末

平成22年
6月末

平成22年
9月末

平成22年
12月末

平成23年
3月末

平成23年
6月末

平成23年
9月末

平成23年
12月末

平成24年
3月末

平成24年
6月末

平成24年
9月末

平成24年
12月末

平成25年
3月末

平成25年
6月末

平成25年
9月末

　貸付けの条件の変更等の申込みを 　

 

　受けた貸付債権の数 1,144 4,179 7,441 10,630 13,857 17,312 20,110 23,183 25,385 27,673 29,061 31,327 33,694 36,066
37,971 40,322

(36,066) (36,066)

うち、実行に係る貸付債権の数 481 3,423 6,461 9,620 12,549 15,898 18,645 21,544 23,726 25,974 27,390 29,590 31,894 34,148
36,043 38,408

(34,488) (34,488)

うち、謝絶に係る貸付債権の数（※） 39 142 249 349 438 482 541 633 669 682 707 733 753 771
814 838

(781) (781)

うち、審査中の貸付債権の数 611 508 539 384 522 515 441 439 370 364 285 299 307 363
300 229

(0) (0)

うち、取下げに係る貸付債権の数 13 106 192 277 348 417 483 567 620 653 679 705 740 784
814 847

(797) (797)

注）平成25年9月末時点の謝絶に係る貸付債権（※）には、申込日から3ヶ月以内に実行に至らなかったため「みなし謝絶」としているものが250件/12,991百万円含まれております。
　　平成25年6月末および9月末は、平成25年3月末までに貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権におけるその後の状況を括弧書きで併記しております。
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中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律 第5条に基づく措置の実施状況

（単位：百万円）

（単位：件）

〔債務者が住宅資金借入者である場合〕

（別表3）貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額

（別表4）貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数

〔債務者が住宅資金借入者である場合〕

平成21年
12月末

平成22年
3月末

平成22年
6月末

平成22年
9月末

平成22年
12月末

平成23年
3月末

平成23年
6月末

平成23年
9月末

平成23年
12月末

平成24年
3月末

平成24年
6月末

平成24年
9月末

平成24年
12月末

平成25年
3月末

平成25年
6月末

平成25年
9月末

　貸付けの条件の変更等の申込みを 　

 

　受けた貸付債権の額 2,557 8,132 10,612 13,926 16,458 18,890 21,075 22,832 24,601 26,421 28,436 30,028 31,811 33,555
34,776 35,807

(33,555) (33,555)

うち、実行に係る貸付債権の額 0 2,369 5,030 7,798 10,328 12,425 14,577 16,377 17,704 19,154 20,795 22,364 23,686 25,209
26,456 27,617

(26,141) (26,141)

うち、謝絶に係る貸付債権の額（※） 0 188 1,380 1,573 1,700 1,738 1,745 1,751 1,751 1,751 1,766 1,795 1,845 1,876
1,876 1,929

(1,876) (1,876)

うち、審査中の貸付債権の額 2,321 3,666 1,579 1,649 1,143 1,198 982 779 996 956 1,173 885 1,117 1,013
751 391

(0) (0)

うち、取下げに係る貸付債権の額 235 1,908 2,623 2,905 3,285 3,527 3,769 3,923 4,148 4,559 4,701 4,981 5,162 5,455
5,691 5,868

(5,537) (5,537)

平成21年
12月末

平成22年
3月末

平成22年
6月末

平成22年
9月末

平成22年
12月末

平成23年
3月末

平成23年
6月末

平成23年
9月末

平成23年
12月末

平成24年
3月末

平成24年
6月末

平成24年
9月末

平成24年
12月末

平成25年
3月末

平成25年
6月末

平成25年
9月末

　貸付けの条件の変更等の申込みを 　

 

　受けた貸付債権の数 179 582 764 1,010 1,189 1,385 1,546 1,667 1,788 1,924 2,060 2,169 2,278 2,391
2,479 2,549

(2,391) (2,391)

うち、実行に係る貸付債権の数 0 187 395 601 787 941 1,100 1,227 1,321 1,428 1,539 1,648 1,740 1,839
1,921 1,997

(1,893) (1,893)

うち、謝絶に係る貸付債権の数（※） 0 14 89 100 108 112 113 114 114 114 115 117 120 122
122 123

(122) (122)

うち、審査中の貸付債権の数 164 262 111 121 78 93 75 56 68 69 80 61 65 60
47 27

(0) (0)

うち、取下げに係る貸付債権の数 15 119 169 188 216 239 258 270 285 313 326 343 353 370
389 402

(376) (376)

平成25年11月12日
株式会社 福岡銀行

注）平成25年9月末時点の謝絶に係る貸付債権（※）には、申込日から3ヶ月以内に実行に至らなかったため「みなし謝絶」としているものが114件/1,737百万円含まれております。
　　平成25年6月末および9月末は、平成25年3月末までに貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権におけるその後の状況を括弧書きで併記しております。
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